
新制度によるサービス管理責任者等の
資格要件に関するフロー図（新規でサビ管等になるケース）

※サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者を便宜上「サービス管理責任者等」と記載
※厚生労働省告示第１０９号（平成３１年３月２９日）に基づき作成

①相談支援従事者初任者研修（講義部分）

①～③の研修すべてを修了することにより、サービス管理責任者等として従事可。
ただし、実務経験を満たして基礎研修を修了した場合は、基礎研修修了後３年間は、

サービス管理責任者等実践研修修了者としてみなし、従事が可能。
※平成３１年４月１日～令和４年３月３１日までに基礎研修を修了した者に限る。

サービス管理責任者等としての実務要件
を満たしている

②サービス管理責任者等基礎研修

③サービス管理責任者等実践研修

＜実務経験＞
相談支援５年以上
直接支援(有資格)５年以上
直接支援(無資格) ８年以上
国家資格者による業務３年以上

＜実務経験＞
相談支援３年以上
直接支援(有資格)３年以上
直接支援(無資格) ６年以上
国家資格者による業務１年以上

基礎研修受講後、
２年以上の実務経験

サービス管理責任者等としての実務要件
から２年引いた年数を満たす実務経験有り
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